
1月20日に実習生2名が入国しました。

1ヶ月間しっかり入国後講習にて、日本語や

日本での生活ルールを教えていきます。

配属日まで2名にしっかり学んでもらいます♪

JLPT日本語能力試験合否結果についてのお知らせ

【新入職員のご紹介】

去った2025年12月7日に、日本語能力試験(JLPT)が開催されました。

今回開催の受検者数は、国内及び海外からの応募者が1,049,597人との事で、

過去最多の受験人数だったそうです。

当組合在籍の実習生・特定技能外国人の中にも、今回の試験に受験した実習生が複数名います。

受験にあたり、実施者さまのご協力およびご指導誠にありがとうございました。

運営協会のHPの案内によりますと、今回の試験の合否結果通知書は2月中旬には発送されるとの事です。

発送されてくる合否結果通知書・認定書の原本は、原則運営協会からの再発行はされませんので、届いた合否

結果通知書につきましては実習生各自へ紛失等ないよう保管のご案内をお願いいたします。

日本政府は、長年続いてきた「技能実習制度」を見直し、新たに「育成就労制度」を導

入する方針を発表しました。現行の技能実習制度は、発展途上国の外国人を日本に受け

入れ、日本で学んだ技術・技能を母国へ移転し、母国の経済発展を担う人材育成(国際

貢献)だったのに対し、育成就労制度は、日本の人手不足が深刻な分野で外国人を3年間

就労させ、特定技能1号レベルの人材へ育成・確保することを目的とした制度になりま

す。つまり、「国際貢献」から「人材確保・育成」へと、制度の目的が大きく変わると

いうことになります。

制度改正に伴い、在留期間満期が3年1セット、一定基準の日本語能力の必須化、転籍

の柔軟化、試験要件、受入人数枠など受入要領に変動が出てきます。

最近、多くの実習実施者さまより育成就労制度についての問い合わせを多くいただきま

す。実施者さまとお話しする度に、制度改正に伴い本当に勉強熱心な実習実施者さまが

多く、ご理解いただき当組合としても大変助かっております。改めて感謝申し上げま

す。つきましては、育成就労制度の概要として、別紙を同封いたします。お手隙の際に

ご確認お願いいたします。また、当組合より新制度についての説明会開催を予定してお

ります。詳細が決まりましたら改めてご案内させていただきます。制度改正に伴い、実

習実施者のみなさまのご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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技能実習制度が廃止へ！
2027年4月1日より新制度「育成就労制度」がスタートします

この度１月５日に新入職員が入社しました。

総務部に所属となりますため組合員の皆さまにお目にかかる機

会は少ないかとは思いますが、皆さまのお役に立てるよう日々

励んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

氏名：南出(所属　総務部)

【入国連絡】


